
（1）

は
じ
め
に

　　

本
稿
は
、
大
分
県
臼
杵
市
教
育
委
員
会
に
所
蔵
さ
れ
る
豊
後
国
臼
杵
の
大
名
稲
葉
家

に
伝
来
し
た
文
書
の
う
ち
、
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
に
来
日
し
た
朝
鮮
通
信
使
を
大

坂
で
出
迎
え
た
川
御
座
船
に
関
連
す
る
史
料
を
紹
介
し
、
通
信
使
の
迎
接
態
勢
の
一
端

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

筆
者
は
二
〇
一
七
年
に
著
し
た
論
文
の
な
か
で
川
御
座
船
の
船
団
編
成
を
明
ら
か
に

し
た
（
大
澤
二
〇
一
七
。
以
下
、
拙
稿
）。
そ
こ
で
は
川
御
座
船
の
船
団
編
成
と
し
て

は
正
徳
度
に
画
期
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
残
さ
れ
た
課
題
と
し
て
川
御
座

船
が
ど
の
よ
う
に
準
備
さ
れ
運
航
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
具
体
像
の
解
明
を
あ
げ
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。
本
稿
は
そ
の
課
題
解
明
に
向
け
て
の
作
業
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

　

本
稿
で
稲
葉
家
文
書
を
と
り
あ
げ
る
理
由
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
第
一
に
幕
府
・

対
馬
藩
と
い
う
通
信
使
の
迎
接
を
主
導
す
る
側
で
は
な
く
、
実
際
に
川
御
座
船
を
提
供

し
た
側
の
史
料
と
い
う
点
で
あ
る
。
通
信
使
の
迎
接
態
勢
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
し
よ

う
と
す
る
場
合
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
史
料
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
川
御
座
船
に

関
し
て
い
え
ば
、
船
を
提
供
す
る
側
の
大
名
の
状
況
解
明
は
欠
か
せ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

二
点
目
と
し
て
、
今
回
と
り
あ
げ
る
史
料
が
天
和
度
聘
礼
時
の
も
の
と
い
う
点
で
あ

る
。
天
和
度
は
現
段
階
で
は
川
御
座
船
を
提
供
し
た
大
名
の
全
体
像
が
具
体
的
に
わ
か

る
最
初
の
年
度
で
あ
り
、
か
つ
稲
葉
家
が
天
和
度
に
提
供
し
た
御
座
船
は
正
使
船
と
い

う
も
っ
と
も
格
の
高
い
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
稲
葉
家
が
ど
の

よ
う
な
船
を
用
意
し
、
そ
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
準
備
段
階
が
あ
っ
た
の
か
が
明
ら
か

に
な
れ
ば
、
同
様
に
川
御
座
船
を
馳
走
し
た
他
の
西
国
大
名
の
状
況
や
、
通
信
使
の
迎

接
に
際
し
幕
府
が
川
御
座
船
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
た
の
か
を
考
え
る
う
え
で

大
き
な
参
考
と
な
ろ
う
。

　

で
は
、
以
上
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
ま
ず
は
天
和
度
に
お
い
て
正
使
か
ら
以
酊
庵

長
老
に
い
た
る
主
要
メ
ン
バ
ー
を
乗
せ
た
川
御
座
船
が
ど
の
よ
う
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
準

備
さ
れ
各
大
名
に
割
り
振
ら
れ
た
の
か
に
つ
い
て
拙
稿
を
も
と
に
概
略
述
べ
、
史
料
理

解
の
参
考
に
供
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

一　

天
和
度
の
川
御
座
船
提
供
大
名
の
選
定

　

第
四
代
将
軍
家
綱
が
延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）
五
月
に
没
し
た
の
ち
、
後
嗣
綱
吉
の

豊
後
国
稲
葉
家
伝
来
天
和
度
朝
鮮
通
信
使
川
御
座
船
関
係
文
書
に
つ
い
て

大
澤　
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豊後国稲葉家伝来天和度朝鮮通信使川御座船関係文書について

将
軍
就
任
を
祝
賀
す
る
通
信
使
の
来
日
が
決
ま
っ
た
の
は
翌
延
宝
九
年
（
天
和
元
年
：

一
六
八
一
）
九
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
通
信
使
が
漢
城
を
発
っ
た
の
は
さ
ら
に
そ
の
翌

天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
五
月
八
日
で
あ
り
、
途
中
釜
山
か
ら
は
通
信
使
船
（
外
洋
船
）

に
乗
り
、
七
月
十
日
に
赤
間
関
、
十
六
日
上
関
、
十
九
日
鎌
刈
、
二
十
一
日
牛
窓
、

二
十
二
日
室
津
、
二
十
五
日
兵
庫
を
経
て
七
月
二
十
六
日
、
大
坂
へ
と
到
着
し
た
。

　

日
本
側
に
お
け
る
川
御
座
船
準
備
の
過
程
を
み
て
い
く
と
、
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）

二
月
十
七
日
、
老
中
大
久
保
加
賀
守
忠
朝
（
通
信
使
来
聘
総
責
任
者
）
邸
に
お
い
て
、

十
二
名
の
大
名
に
対
し
今
秋
訪
れ
る
通
信
使
の
迎
接
に
向
け
、
川
御
座
船
を
準
備
す
る

よ
う
指
示
が
出
さ
れ
た
（「
天
和
二
壬
戌
年
朝
鮮
人
来
朝
之
日
記
」）（
1
）。

　

そ
し
て
こ
の
時
、
十
二
名
の
う
ち
三
名
に
つ
い
て
は
三
使
用
の
船
を
提
供
す
る
よ
う

定
め
ら
れ
た
が
（
た
だ
し
正
使
船
・
副
使
船
・
従
事
官
船
の
ど
れ
を
担
当
す
る
か
は
決

め
ら
れ
な
か
っ
た
模
様
。
こ
の
点
は
後
述
）、
残
る
九
名
の
大
名
に
つ
い
て
は
担
当
船

が
全
く
示
さ
れ
な
か
っ
た
（「
来
朝
日
記
」）。

　

十
二
名
の
大
名
と
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

・
三
使
用
船
提
供　
　

水
野
美
作
守
、
伊
達
遠
江
守
、
稲
葉
右
京
亮

　

・
担
当
未
定　
　
　
　

松
平
大
膳
大
夫
、
松
平
安
芸
守
、
松
平
土
佐
守
、
松
平
隠
岐

守
、
松
平
淡
路
守
、
松
平
若
狭
守
、
本
多
中
務
大
輔
、
小
笠

原
遠
江
守
、
松
平
主
殿
頭

　

そ
の
後
通
信
使
が
大
坂
へ
向
け
瀬
戸
内
海
を
航
行
し
て
い
た
七
月
二
○
日
頃
、
通
信

使
に
同
行
し
て
い
た
宗
対
馬
守
よ
り
大
坂
役
人
中
へ
連
絡
が
届
い
た
。
そ
れ
は
大
坂
で

必
要
な
川
御
座
船
の
数
が
全
体
で
八
艘
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
八
艘
の
う
ち
三
艘
（
三

使
用
船
）
は
す
で
に
提
供
大
名
が
内
定
し
て
い
た
の
で
、
残
る
未
定
分
か
ら
五
艘
（
五

名
）
が
選
ば
れ
る
段
取
り
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
九
名
だ
っ
た
未
定
分
に
つ
い
て
は
、
こ
の
段
階
で
す
で
に
二
名
（
松
平

若
狭
守
・
本
多
中
務
大
輔
）
が
候
補
か
ら
外
れ
て
お
り（
2
）、
そ
の
た
め
残
る
大
名
七

名
の
大
坂
留
守
居
が
立
会
う
な
か
で
鬮
引
き
が
お
こ
な
わ
れ
、
五
名
が
選
ば
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
参
向
時
と
帰
向
時
そ
れ
ぞ
れ
に
五
名
の
〝
当
選
〞
と

二
名
の
〝
落
選
〞
が
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
天
和
度
に
お
け
る
川
御
座
船
の
提
供
大
名
の
全
体
像
に
関
す
る
動
き
は
、

天
和
二
年
二
月
以
降
具
体
的
に
み
え
て
く
る
。
し
か
し
、
提
供
大
名
の
候
補
者
選
定
に

つ
い
て
は
そ
れ
以
前
か
ら
動
き
が
あ
っ
た
。
こ
れ
も
拙
稿
で
紹
介
し
た
が
、
明
暦
の
大

火
に
よ
り
明
暦
度
通
信
使
の
迎
接
資
料
を
失
っ
た
幕
府
は
天
和
度
通
信
使
を
迎
え
る
に

あ
た
り
、
関
係
大
名
に
明
暦
度
の
前
例
を
問
い
合
わ
せ
た
模
様
で
あ
る
。
た
と
え
ば
山

内
土
佐
守
豊
昌
は
そ
の
問
い
か
け
に
対
し
て
天
和
元
年
十
月
十
六
日
、
明
暦
度
で
は
「
川

船
一
艘
」
に
よ
り
「
大
坂
よ
り
淀
迄
為
送
迎
出
申
」
し
た
実
績
の
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
、

さ
ら
に
「
来
年
朝
鮮
人
来
朝
之
節
者
如
何
様
共
被
仰
付
次
第
相
勤
申
度
奉
存
候
」（
3
）と

天
和
度
に
お
い
て
も
川
御
座
船
馳
走
の
希
望
を
訴
え
た
の
で
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
次
の
よ
う
な
動
き
も
あ
っ
た
。
大
久
保
加
賀
守
忠
朝
が
十
二
名
の
大
名
を
選

ぶ
直
前
の
天
和
二
年
正
月
、
幕
府
は
通
信
使
の
道
中
確
認
の
た
め
巡
見
使
を
送
り
、
同

五
日
・
六
日
と
大
坂
船
手
立
会
い
の
下
、
大
坂
〜
淀
間
の
淀
川
筋
検
分
を
実
施
し
た
。

そ
の
際
、
山
内
家
は
川
御
座
船
の
提
供
を
求
め
ら
れ
た
が
、
あ
わ
せ
て
「
川
之
浅
深
」

を
確
認
す
る
た
め
「
大
船
」
を
使
用
し
た
い
と
の
意
向
と
、
今
回
は
通
常
時
よ
り
水
主
・

綱
引
き
人
足
を
減
ら
し
て
運
航
す
べ
き
旨
が
伝
え
ら
れ
た
。
山
内
家
は
こ
の
機
会
を
喜

び
、
巡
見
終
了
後
に
大
坂
船
手
に
礼
を
述
べ
る
と
と
も
に
、
同
秋
に
予
定
さ
れ
て
い
る

通
信
使
来
坂
時
に
船
御
用
を
仰
せ
つ
け
ら
れ
る
よ
う
願
い
出
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、

大
坂
船
手
は
「
此
方
之
御
船
御
用
ニ
可
有
御
座
候
得
共
、
只
今
拙
者
共
と
し
て
難
相
究

候
、
其
段
ハ
江
戸
江
申
遣
被
仰
下
次
第
ニ
候
間
、
其
分
相
心
得
候
へ
と
被
仰
聞
候
」（
4
）

と
応
え
て
お
り
、
こ
の
検
分
へ
の
協
力
実
績
が
山
内
家
に
と
っ
て
有
利
に
働
い
た
可
能
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性
を
示
唆
し
て
い
る
。
な
お
こ
の
時
、
巡
見
使
は
山
内
家
の
川
御
座
船
の
状
態
を
確
認

し
、
修
復
は
無
用
と
判
断
し
た
が
、
山
内
家
側
は
も
と
も
と
修
復
の
予
定
が
あ
っ
た
旨

を
伝
え
、「
勝
手
次
第
」
と
の
返
答
を
得
て
い
る
。
こ
れ
以
降
の
山
内
家
の
動
き
は
確

認
で
き
な
い
が
、
最
終
的
に
山
内
家
は
天
和
度
に
お
い
て
上
々
官
第
二
船
を
命
ぜ
ら
れ
、

無
事
御
用
を
務
め
あ
げ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
提
供
大
名
の
絞
り
込
み
以
前
の
動
き
は
後
述
の
①
号
文
書
か
ら
も
う
か
が

う
こ
と
が
で
き
る
。
幕
府
・
大
名
双
方
の
思
惑
が
一
致
す
る
こ
と
で
提
供
大
名
の
候
補

者
が
決
め
ら
れ
て
い
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

二　

文
書
翻
刻

　

次
に
天
和
度
通
信
使
に
関
連
す
る
四
点
の
稲
葉
家
文
書
を
年
代
順
に
翻
刻
す
る
こ
と

に
し
た
い（
5
）。
な
お
、
丸
囲
み
数
字
は
本
稿
に
お
け
る
通
し
番
号
で
あ
り
、
文
書
名

称
お
よ
び
〔　

〕
数
字
に
つ
い
て
は
『
臼
杵
藩
政
史
料
調
査
事
業
報
告
書
』（
6
）に
お
け

る
名
称
と
文
書
番
号
で
あ
る
。

①
「
大
坂
御
川
舟
之
儀
申
来
ル
状
」
酉
年
（
天
和
元
年
）
十
月
十
一
日
付

【
包
紙
】〔
174

2
〕

「
大
坂
御
川
舟
之
儀
申
来
ル
状

　
　

酉
ノ

　
　
　

十
月
十
一
日　
　

服
部
長
右
衛
門
」

【
本
紙
】〔
175

3
〕

（
端
裏
書
）

「
御
川
舟
之
様
申
来

　
　

十
一
日
之
状　

大
坂　

済
」

　
　
　
　

猶
以
申
上
候
、
去
ル
七
日
町
便
被
申
上
候
、
近
時
相
達
可
申
候
与
奉
存
候
、

　
　
　
　

以
上
、

　
　

町
便
を
以
一
筆
啓
上
仕
候
、
殿
様
益
御
機
嫌
能
被
成
御
座
之
旨
、
恐
悦
至
奉
存
候
、

　
　
　
（
中
略
）

一
、
去
ル
七
日
町
便
を
以
申
上
候
通
、
一
昨
九
日
川
御
座
船
御
見
分
之
御
奉
行
御
与
力

　
　

宇
津
尾
太
郎
右
衛
門
殿
・
多
川
九
太
夫
殿
御
両
人
御
廻
候
、
此
方
御
川
御
座
船
囲
・

雨
戸
以
下
取
払
掃
除
等
念
入
、
御
船
飾

　
　

殿
様
御
上
下
之
節
之
様
ニ
仕
、
首
尾
能
懸
御
目
申
候
、
御
奉
行
衆
被
入
御
念
御
見

　
　

分
書
付
被
帰
候
、
爰
元
蔵
元
中
申
合
、
翌
十
日
ニ
右
御
両
人
衆
へ
罷
出
相
勤
申
候
、

　
　

御
奉
行
衆
私
ニ
被
申
候
者
、
随
分
能
御
船
ニ
而
御
座
候
、
川
筋
ニ
而
も
壱
二
番
之

　
　

御
船
ニ
而
御
座
候
間
、
多
分
今
度
之
御
用
ニ
御
達
可
被
成
と
被
申
候
、
将
又
川
御

座
船
御
見
分
之
節
、
御
奉
行
衆
へ
申
達
候
者
、
屋
形
少
高
御
座
候
、
常
は
不
苦
候

得
者
、
少
々
川
水
増
申
節
ハ
栴
檀
木
橋
無
心
元
奉
存
候
由
申
候
得
者
、
御
奉
行
衆

被
申
候
者
、
横
棟
紀
伊
国
丸
と
申
両
艘
之
御
船
御
座
候
、
先
年
も
福
嶋
川
通
り
申

候
、
若
土
佐
堀
川
筋
通
り
申
候
者
、
小
橋
之
分
者
は
つ
し
申
筈
ニ
候
間
、
屋
形
之

高
分
少
も
不
苦
候
由
ニ
御
座
候
、
私
申
候
者
、
内
々
屋
形
少
さ
け
可
申
様
ニ

　
　

右
京
亮
申
候
得
共
末
□
と
ハ
極
不
申
候
、
若
さ
け
申
候
ハ
ヽ
只
今
御
見
分
ニ
重
而

　
　

相
違
可
仕
候
、
不
苦
候
者
此
方
勝
手
次
第
可
仕
候
間
、
内
々
左
様
御
心
得
可
被
下

　
　

由
申
候
、
御
当
地
弥
相
替
儀
無
御
座
候
、
猶
追
々
可
申
上
候
、
恐
惶
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

服
部
長
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　

十
月
十
一
日　
　
　
　

正
次
（
花
押
）

　
　
　
　

粟
屋
十
左
衛
門
様

　
　
　
　

岡
部
忠
太
夫
様
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服
部
長
右
衛
門
正
次
（
臼
杵
藩
大
坂
蔵
屋
敷
の
留
守
居
か
。
③
号
文
書
参
照
）
が
国

許
に
送
っ
た
書
状
と
み
ら
れ
、
天
和
度
通
信
使
来
日
の
前
年
、
天
和
元
年
（
一
六
八
一
）

十
月
九
日
に
大
坂
船
手
の
与
力
宇
津
尾
太
郎
右
衛
門
・
多
川
九
太
夫
に
よ
る
稲
葉
家
川

御
座
船
の
検
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。
船
飾
り
を
藩
主
の
参
勤
交
代
時
に

合
わ
せ
て
用
意
し
た
と
こ
ろ
、
検
分
の
結
果
、
川
筋
に
て
一
番
ま
た
は
二
番
の
船
と
の

高
い
評
価
を
受
け
、
今
回
の
朝
鮮
御
用
を
仰
せ
つ
か
る
見
込
み
の
あ
る
こ
と
が
告
げ
ら

れ
た
と
い
う
。

　

な
お
服
部
は
船
の
屋
形
が
少
し
高
く
、
水
量
が
増
し
た
際
に
は
栴
檀
木
橋
の
通
航
が

心
も
と
な
い
と
の
懸
念
を
伝
え
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
先
年
は
福
島
川
（
堂
島
川
）
を

通
航
し
て
お
り
、
も
し
土
佐
堀
川
を
通
航
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
小
橋
は
撤
去
さ
れ
る
は

ず
な
の
で
心
配
に
は
及
ば
な
い
と
の
返
答
を
得
た
。
稲
葉
家
で
は
内
々
に
屋
形
を
少
し

下
げ
る
こ
と
を
検
討
し
て
お
り
、
そ
れ
を
実
施
す
る
と
検
分
時
と
相
違
す
る
こ
と
に
な

る
可
能
性
を
伝
え
、
了
承
を
求
め
た
の
で
あ
っ
た
。

　

明
暦
度
に
は
堂
島
川
通
航
の
前
例
が
あ
っ
た
こ
と（
7
）、
お
よ
び
先
の
山
内
家
同
様

に
大
名
側
が
積
極
的
に
川
御
座
船
の
修
復
の
意
志
を
示
し
て
い
る
点
が
興
味
深
い
。

②
「
水
野
右
衛
門
大
夫
様
被
仰
渡
」
戌
年
（
天
和
二
年
）
三
月
五
日
付

【
包
紙
】〔
173

1
〕

「
川
御
座
之
儀
ニ
付

　
　

水
野
右
衛
門
大
夫
様
被
仰
渡
書
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　

戌
三
月
五
日

　
　
（
墨
引
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

【
本
紙
】〔
180

1
〕

水
野
右
衛
門
大
夫
様
被
仰
渡
候
趣
、
先
日
加
賀
守
殿
被
仰
渡
候
通
、
朝
鮮
人
来
朝
ニ
付

於
大
坂
川
舟
御
出
被
成
候
船
拵
様
旨
儀
も
無
御
座
、
平
生
御
上
下
之
時
分
之
通
御
拵
御

出
可
被
成
候
、
船
中
従　

公
儀
為
御
馳
走
折
御
載
被
成
候
、
朝
鮮
人
登
リ
之
時
分
者
大

坂
御
代
官
衆
ゟ
右
之
折
出
申
候
、
下
向
之
刻
者
淀
御
代
官
方
ゟ
出
申
候
、
若
滞
候
ハ
ヽ

於
大
坂
御
代
官
方
へ
可
申
達
由
、
船
引
申
者
は
両
川
へ
り
之
者
出
申
筈
ニ
御
座
候
、
已

上
、

　
　

天
和
二
戌

　
　
　
　

三
月
五
日

　
　

右
之
通
岡
田
立
平
ニ
被
仰
渡
、

　

天
和
度
通
信
使
来
聘
に
あ
た
り
、
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
三
月
五
日
来
聘
御
用
役

の
寺
社
奉
行
水
野
右
衛
門
大
夫
忠
春
か
ら
仰
せ
渡
さ
れ
た
大
久
保
加
賀
守
忠
朝
の
指
示

を
伝
え
て
い
る
。
川
御
座
船
に
つ
い
て
は
新
た
な
拵
え
を
施
す
必
要
は
な
く
、
通
常
の

参
勤
交
代
時
と
同
様
の
仕
様
で
用
意
す
べ
き
こ
と
や
、
船
中
で
通
信
使
に
供
さ
れ
る
折

り
（
菓
子
な
ど
か
）
に
つ
い
て
は
、
参
向
時
は
大
坂
代
官
衆
、
帰
向
時
は
淀
代
官
が
担

当
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
①
号
文
書
に
お
い
て
屋
根
の
高
さ
調
整
の
可
能
性
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
か
か
わ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

前
述
の
よ
う
に
、
こ
れ
に
先
立
つ
二
月
十
七
日
に
稲
葉
家
は
大
久
保
か
ら
三
使
用
船

の
い
ず
れ
か
を
提
供
す
る
よ
う
命
ぜ
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
を
う
け
て
詳
細
な
指
示
が
順

次
与
え
ら
れ
た
こ
と
が
本
文
書
よ
り
わ
か
る
。

③
「
朝
鮮
人
来
朝
之
時
川
御
座
船
乗
覚
書
」　

天
和
二
年
〔
571

8
〕

【
表
紙
】

「
天
和
弐
壬
戌
年

　

朝
鮮
人
来
朝
之
時
川
御
座
船
乗
覚
書
」

【
本
紙
】
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（
一
オ
）

　
　
　
　

覚
書

一
、
天
和
弐
壬
戌
年
七
月
六
日
朝
鮮
人
来
朝
付
諸
家
川
御
座
船
御
用
ニ
被
召
出
之
分
、

此
方
御
家
之
御
船
・
伊
達
遠
江
守
様
・
水
野
美
作
守
様
御
船
右
三
艘
三
使
之
乗
船

也
、
松
平
長
門
守
様
・
松
平
土
佐
守
様
・
小
笠
原
遠
江
守
様
・
松
平
隠
岐
守
様
・

松
平
主
殿
頭
様
御
船
右
五
艘
官
人
并
出
家
衆
乗
船
也
、
右
七
月
廿
六
日
之
朝
四
つ

時
分
、
木
津
川
筋
角
ノ

（
一
ウ
）

御
番
所
へ
揃
可
申
之
旨
、
同
日
早
天
ニ
従
御
船
手
御
奉
行
様
方
御
触
有
之
、
四
つ

前
彼
所
ヘ
揃
申
候
処
ニ
、
須
田
与
左
衛
門
様
・
水
野
甚
五
左
衛
門
様
御
番
所
へ
御

出
被
成
候
、
此
時
遠
江
守
様
・
美
作
守
様
・
此
方
上
乗
之
者
共
并
大
坂
御
蔵
屋
敷

御
留
守
居
共
、
各
小
船
一
艘
ニ
乗
組
為
窺
御
機
嫌
罷
出
候
処
、
則
御
逢
被
成
、
今

日
天
気
能
珍
重
之
旨
御
挨
拶
有
之
、
扨
各
本
船
へ
罷
帰
候
時
、
与
左
衛
門
様
御
与

力
宇
津
尾
太
郎
右
衛
門
、
甚
五
左
衛
門
様
御
与
力
斎
藤
庄
左
衛
門
、
上
下

（
二
オ
）

着
仕
、
御
書
付
此
方
御
船
へ
持
参
被
仕
、
正
使
乗
船
ニ
稲
葉
右
京
亮
川
御
座
船
被

仰
付
之
旨
被
申
渡
也
、
従
其
其
次
之
船
段
々
被
仰
渡
相
済
、
終
而
何
茂
水
主
歌
謡

可
申
之
旨
被
申
渡
之
、
則
謡
出
御
船
各
押
下
申
候
、
御
与
力
衆
茂
小
船
ニ
乗
被
差

下
、
三
軒
屋（
家
）之
下
こ
ふ
か
り
と
申
所
ニ
而
宗
対
馬
守
様
之
御
家
来
衆
へ
川
御
座
船

何
も
引
渡
被
申
候
、
対
馬
守
様
御
家
頼
内
野
市
左
衛
門
与
申
仁
、
小
船
ニ
乗
、
正

使
之
船
印
持
参
仕
、
此
方
へ
被
渡
候
、

（
二
ウ
）

花
色
之
四
半
ニ
白
キ
正
ノ
字
也
、
則
御
船
頭
森
田
仁
左
衛
門
請
取
之
、
舳
先
之
方

ニ
立
ル
、
扨
嶋
雄
八
左
衛
門
与
申
仁
、
此
方
御
船
上
乗
ニ
参
候
旨
被
申
聞
引
合
、

則
八
左
衛
門
御
船
乗
申
候
、
供
之
者
大
分
残
置
、
若
党
弐
人
・
鑓
持
壱
人
・
草
履

取
一
人
・
挟
箱
持
壱
人
御
船
ニ
乗
申
候
、
又
小
侍
大
浦
新
左
衛
門
・
加
瀬
五
右
衛

門
・
中
山
加
兵
衛
与
申
仁
乗
申
候
、
此
五
右
衛
門
・
加
兵
衛
通
事
之
由
也
、
服
部

長
右
衛
門
茂
此
所
迄
御
船
ニ
乗
参
、
此
所
よ
り
罷
帰
候
、

（
三
オ
）

一
、
右
同
日
巳
ノ
下
刻
、
朝
鮮
人
之
船
六
艘
大
坂
川
口
大
船
屋
へ
参
着
仕
候
、
彼
所
へ

川
御
座
船
押
下
申
候
、
昼
時
分
程
ニ
正
使
御
船
ニ
乗
移
被
申
候
、
従
其
少
前
ニ
書

簡
船
参
候
哉
与
被
相
尋
躰
ニ
候
へ
共
不
参
付
而
、
書
簡
箱
御
船
ニ
乗
せ
艫
之
方
内

覆
之
下
ニ
置
之
、
川
内
楽
人
等
小
船
ニ
乗
、
先
達
而
楽
執
行
上
ル
行
列
也
、
書
付

別
紙
ニ
有
、

　
　
　

正
使

　
　
　
　

車
僉
知

（
三
ウ
）

　
　
　
　

申
愽
川

　
　
　
　

元
三
水

　
　
　
　

白
萬
戸

　
　
　
　

姜
守
門
将

　
　
　
　

李
哨
官

　
　
　
　

李
判
官

　
　
　
　

鄭
上
判
事

　
　
　
　

成
進
士
製
述
官

　
　
　
　

鄭
正
良
医

（
四
オ
）

　
　
　
　

李
参
奉
写
字
官
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小
姓
五
人

　
　
　
　
　

納
戸
役
一
人

　
　
　
　
　

同
手
代
弐
人

　
　
　
　
　

下
々
六
人

　
　

右
之
分
、
従
川
口
大
坂
迄
乗
組
参
申
候
、

一
、
正
使
川
御
座
船
ニ
乗
移
被
申
、
少
間
有
之
而
、
嶋
雄
八
左
衛
門
遂
相
談
、
熨
斗
三

方
ニ
乗
出
、
扨
た
は
こ
盆
出
之
、

（
四
ウ
）

一
、
御
船
乗
移
学
士
有
詩
作

　
　
　

題
彩
艇

　
　

万
頃
浜
波
鏡
百
平

　
　

彩
舟
横
処
夕
陽
明

　
　

雕
欄
画
棟
金
争
粲

　
　

繍
戸
文
窻
玉
刻
成

　
　

點
々
螺
鬟
迎
遠
客

　
　

依
々
樹
色
引
帰
旗

　
　

棹
歌
催
尽
征
帆
落

（
五
オ
）

　
　

此
夜
晩
留
大
坂
城

　
　
　

壬
戌
孟
秋　

翠
虚
散
人
老
子

一
、
福
嶋
川
筋
上
ル
、
難
波
橋
之
上
へ
同
日
酉
ノ
刻
着
岸
也
、
三
使
之
船
着
場
三
所
ニ

拵
有
之
、
東
之
方
川
上
ニ
正
使
之
船
可
着
之
旨
、
御
船
手
与
力
衆
指
図
也
、

一
、
此
節
従　

公
儀
御
馳
走
被　

仰
付
御
事
候
間
、
御
船
被
出
迄
ニ
而
、
外
ニ
御
馳
走

構
無
御
座
之
旨
、
最
前
被　

仰
渡
之
由
付
而
、
御
料
理
道
具

（
五
ウ
）

　
　

并
御
菓
子
等
至
迄
朝
鮮
人
ニ
出
心
得
ニ
而
無
御
座
候
、
対
馬
守
様
御
家
頼
・
上
乗

衆
へ
為
馳
走
、
干
菓
子
・
杉
折
二
組
用
意
仕
、
六
日
ニ
出
申
候
、
官
人
共
方
へ
も

出
申
候
、
八
左
衛
門
指
図
也
、

一
、
九
左
衛
門
儀
、
正
使
乗
船
ニ
可
乗
之
旨
御
町
御
奉
行
様
・
御
船
手
御
奉
行
様
方
よ

り
御
留
守
居
方
迄
被
仰
渡
之
由
也
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
下
着
仕
正
使
之
船
ニ
乗

一
、
上
下
拾
人　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

若
林
九
左
衛
門

（
六
オ
）

　
　

鑓
壱
本

　
　

長
柄
笠

　
　

挟
箱　

但
道
具
笠
者
台
所
船
ニ
立
申
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
徳
着
仕
正
使
之
船
ニ
乗

一
、
御
茶
道
具　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

竹
尾
林
茶

　
　
　
　

御
船
飾

一
、
川
御
座
船
御
屋
形
上
幕
緋
緞
子
、
下
幕
紫
絹
白
キ
御
紋
付
、

（
六
ウ
）

一
、
艫
之
日
覆
緋
緞
子
、
四
方
ニ
紫
絹
幕
御
紋
付
引
廻
申
候
、
但
淀
よ
り
下
之
時
ハ
緋

緞
子
之
切
幕
ニ
仕
候
、

一
、
舳
先
匙
差
之
居
申
候
処
、
懸
船
ニ
而
者
日
覆
紺
木
綿
四
方
ニ
紫
絹
御
紋
付
ノ
幕
引

廻
申
候
、

一
、
今
度
仕
候
立
添
之
印
、
吹
抜
緋
ち
り
め
ん
、
但
輪
の
さ
し
渡
四
尺
、
絹
の
長
さ
九

尺
、
上
の
出
シ
白
キ
角
取
紙
柄
ノ
長
サ
弐
間
半
樫
也
、

（
七
オ
）
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一
、
正
使
之
印
、
花
色
絹
四
半
ニ
白
キ
正
ノ
字
也
、
舳
先
之
方
ニ
立
申
候
竿
笛
巻
也
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　

黒
キ
夏
羽
織
袴
着
仕

一
、
御
船
頭　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

森
田
仁
左
衛
門

一
、
矢
倉
者
弐
人
、
帷
子
浅
黄
ゆ
か
た
染
羽
織
、
右
同
前
、
金
之
唐
団
扇
、
箱
ノ
緒
付

た
る
を
持
、

一
、
取
梶
お
も
か
ち
の
鈴
引
役
人
壱
人
帷
子
、
右
同
前
、

（
七
ウ
）

一
、
歌
組
之
水
主
拾
六
人
、
帷
子
浅
黄
、
ゆ
か
た
染
白
キ
し
ゆ
ろ
の
葉
大
小
ち
ら
し
、

歌
頂
戴
人
ハ
地
白
ニ
大
か
た
ち
ら
し
付
た
る
を
着
也
、

一
、
御
船
手
与
力
衆
小
船
ニ
乗
、
正
使
之
乗
船
先
左
右
ニ
乗
被
上
、
但
持
鑓
舟
ニ
有
之
、

一
、
町
与
力
衆
双
方
ニ
両
人
宛
上
下
着
小
船
乗
、
正
使
之
乗
船
艫
之
方
左
右
ニ
行
儀
ニ

被
乗
、
但
舟
ニ
鑓
有
之
、

一
、
八
月
二
日
辰
ノ
刻
、
朝
鮮
人
最
前
之
舟

（
八
オ
）

　
　

場
よ
り
川
御
座
船
乗
、
淀
へ
罷
上
ル
、
押
出
水
主
歌
謡
、

一
、
此
時
分
、
宗
対
馬
守
様
御
家
頼
古
川
平
兵
衛
と
申
仁
上
乗
ニ
被
参
候
、
上
下
七
人

御
船
ニ
乗
、
其
外
供
之
者
ハ
対
馬
守
様
よ
り
の
借
船
ニ
乗
上
ル
、
道
具
・
笠
な
と

も
右
之
船
ニ
立
申
候
、
小
侍
加
瀬
五
右
衛
門
・
俵
長
左
衛
門
と
申
仁
此
方
御
船
ニ

乗
参
候
、

一
、
枚
方
よ
り
少
下
之
方
ニ
而
、
平
兵
衛
・
小
侍
・
下
々

（
八
ウ
）

　
　

至
迄
御
料
理
出
振
舞
申
候
、
濃
茶
迄
出
申
候
、
御
料
理
一
汁
三
菜
肴
一
種
、
此
節

料
理
方
万
為
用
事
御
弓
足
軽
宮
崎
留
兵
衛
召
つ
れ
申
候
、
并
藤
田
又
七
を
も
召
つ

れ
申
候
、

一
、
昼
過
枚
方
へ
参
着
、
彼
所
松
平
伊
賀
守
様
御
馳
走
所
之
由
也
、
正
使
ハ
精
進
日
之

由
ニ
而
御
馳
走
所
江
上
り
不
被
申
候
、
朝
鮮
人
台
所
船
に
て
料
理
有
之
、
此
方
御

舟
ニ
而
昼
ノ
食
事

（
九
オ
）

　
　

有
之
、

一
、
同
日
夜
四
つ
半
時
分
、
淀
へ
参
着
仕
候
、
此
節
古
川
平
兵
衛
致
相
談
、
九
左
衛
門

儀
船
之
上
り
場
へ
先
罷
上
、
平
兵
衛
ニ
并
居
申
候
処
ニ
、
従
正
使
以
上
々
官
一
礼

被
申
越
候
、
通
事
・
対
馬
守
様
御
家
頼
中
山
加
兵
衛
付
被
参
候
、
付
り
御
茶
道
林

葉
御
船
頭
仁
左
衛
門
方
へ
も
苦
労
仕
候
旨
口
上
有
之
、

一
、
淀
へ
罷
上
候
刻
、
干
菓
子
・
杉
重
二
重
宛
ニ
仕

（
九
ウ
）

　
　

二
組
又
色
々
餅
類
肴
色
々
入
合
、
入
念
た
る
杉
重
二
重
宛
ニ
い
た
し
、
二
組
入
置
、

古
川
平
兵
衛
其
外
小
船
ニ
乗
申
候
、
衆
中
為
馳
走
出
申
候
、
尤
官
人
等
打
寄
賞
翫

仕
候
、

一
、
従
正
使
酒
大
樽
壱
ツ
・
杉
重
菓
子
一
組
御
船
中
水
主
ニ
給
さ
せ
候
様
ニ
と
給
聞
も

給
さ
せ
候
也
、

一
、
此
節
申
付
御
酒
水
主
ニ
給
さ
せ
申
候
、

（
十
オ
）

一
、
朝
鮮
人
九
月
十
二
日
江
戸
発
足
、
同
廿
六
日
京
着
仕
候
付
而
、
同
廿
五
日
従
御
船

手
御
奉
行
様
方
来
ル
、
廿
九
日
川
御
座
船
淀
へ
揃
可
申
之
旨
御
触
有
之
、
依
之
伊

達
遠
江
守
様
・
水
野
美
濃
守
様
御
家
来
衆
申
合
、
廿
六
日
之
朝
水
野
甚
五
兵
衛
門

様
・
須
田
与
左
衛
門
様
へ
伺
候
仕
候
、
御
両
人
様
共
ニ
御
逢
被
成
、
右
之
通
被
仰

聞
候
、
両
家
之
衆
申
合
、
廿
七
日
之
晩
出
船
仕
候
、
此
方
儀
廿
七
日
之
晩
七
つ
過

大
坂
出
船
、
廿
八
日
昼
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（
十
ウ
）

　
　

過
八
つ
前
淀
へ
参
着
仕
候
、
御
船
手
御
与
力
田
川
九
太
夫
・
増
田
小
左
衛
門
へ
参

会
、
私
儀
三
家
之
内
ニ
而
一
先
へ
参
着
仕
、
首
尾
能
御
座
候
、

一
、
於
淀
石
川
主
殿
頭
様
・
町
奉
行
田
嶋
五
左
衛
門
方
よ
り
用
之
儀
候
ハ
ヽ
可
承
由
ニ

而
使
被
差
越
、
其
後
其
身
も
御
船
へ
被
見
廻
候
也
、
并
主
殿
様
御
用
人
之
由
、
伊

奈
求
馬
と
申
仁
御
船
御
見
物
御
船
へ
被
参
候
、
御
用
之
儀
も
候
ハ
ヽ
町
奉
行
迄

申（
マ
マ
）

（
十
一
オ
）

　
　

申
聞
置
候
間
可
申
之
旨
被
申
候
也
、

一
、
九
月
晦
日
昼
前
、
朝
鮮
人
淀
へ
参
着
、
御
馳
走
場
へ
立
寄
不
被
申
、
直
ニ
川
御
座

船
ニ
乗
、
御
船
ニ
而
昼
之
食
事
有
之
、
朝
鮮
人
台
所
船
に
て
料
理
仕
候
也
、

一
、
淀
よ
り
下
之
時
ハ　

御
返
簡
船
松
平
長
門
守
様
御
船
被
仰
付
候
、
正
使
之
船
よ
り

先
達
而
川
内
参
候
也
、
枚
方
に
て
船
懸
仕
、
夜
入
酒
迄
指
下
酒
表
ニ
御
船
泊
申
候
、

（
十
一
ウ
）

一
、
対
馬
守
様
御
家
頼
嶋
雄
八
左
衛
門
御
船
上
乗
被
参
候
、
小
侍
大
浦
新
左
衛
門
・
加

瀬
五
右
衛
門
参
候
也
、

一
、
御
料
理
枚
方
よ
り
上
ニ
而
出
シ
申
候
、
濃
茶
を
も
出
申
、
又
者
迄
も
御
料
理
振
舞

申
候
、
此
時
も
御
足
軽
留
兵
衛
・
又
七
を
も
召
つ
れ
申
候
、
留
兵
衛
儀
ハ
伏
見
迄

御
菓
子
之
儀
ニ
付
而
遣
申
候
、
其
後
又
長
瀬
六
右
衛
門
組
覚
右
衛
門
、
伏
見
へ
御

菓
子
之
儀
付
而
遣
申
候
也
、

一
、
餅
之
類
色
々
、
肴
類
色
々
入
組
入
念
た
り
、
杉
重

（
十
二
オ
）

　
　

最
前
之
通
ニ
二
組
并
干
菓
子
色
々
入
合
、
二
重
宛
ニ
仕
、
二
組
御
船
ニ
入
申
候
、

一
、
枚
方
よ
り
下
ニ
而
餅
之
類
入
た
る
杉
重
、
正
使
へ
出
申
候
、
不
打
置
賞
翫
之
由
一

礼
被
申
候
、

一
、
干
菓
子
同
前
に
て
対
馬
守
様
御
家
来
衆
へ
出
申
候
、

一
、
御
船
手
与
力
衆
、
正
使
之
船
ニ
附
下
被
申
故
、
夜
入
御
船
ニ
有
合
候
、
諸
白
手
樽

壱
ツ
宛
ニ
干
菓
子
一
組
宛
差
添
、
田
川
九
太
夫
・
増
田

（
十
二
ウ
）

　
　

小
左
衛
門
方
へ
遣
申
候
、
事
之
外
悦
被
申
候
、

一
、
対
馬
守
様
御
家
来
衆
へ
夜
風
情
出
申
候
、

一
、
十
月
朔
日
之
朝
、
酒
漕
出
、
大
坂
へ
昼
前
参
着
也
、
御
船
中
正
使
機
嫌
能
下
々
至

迄
無
恙
大
坂
へ
昼
過
参
着
也
、
参
着
之
刻
正
使
以
官
人
通
事
色
々
被
為
入
御
念
、

御
馳
走
忝
旨
、
主
君
様
へ
以
心
得
能
々
御
礼
可
申
上
之
旨
、
私
迄
被
申
候
也
、

一
、
朔
日
之
朝
、
於
酒
表
学
士
詩
作
有
之
、
別

（
十
三
オ
）

　
　

紙
可
差
上
也
、

一
、
対
馬
守
様
御
家
来
衆
へ
朔
日
朝
之
料
理
早
天
ニ
出
候
也
、
御
馳
走
此
中
之
通
也
、

一
、
上
乗
之
者
共
三
家
申
合
、
御
町
奉
行
様
方
御
船
手
御
奉
行
様
方
へ
附
届
ニ
直
ニ
致

伺
様
候
也
、

一
、
御
船
之
儀
、
前
を
以
窺
置
候
故
、
早
速
御
屋
敷
前
へ
下
申
候
、

（
十
三
ウ
）

一
、
朝
鮮
人
十
月
六
日
大
坂
出
帆
之
筈
候
間
、
川
御
座
船
五
日
昼
迄
之
内
ニ
難
波
橋
乗

場
へ
可
遣
之
旨
、
三
日
ニ
御
船
手
御
奉
行
様
方
よ
り
御
触
有
之
候
事
、

一
、
十
月
四
日
之
暮
時
分
、
御
船
手
御
奉
行
様
方
よ
り
俄
又
御
触
有
之
、
朝
鮮
人
五
日

之
朝
爰
元
出
船
之
筈
ニ
成
候
間
、
川
御
座
船
早
々
乗
場
へ
可
廻
之
旨
被
仰
聞
候
付

而
、
四
日
之
晩
六
ツ
過
時
分
御
船
乗
出
し
、
難
波
橋
之
上
へ

（
十
四
オ
）
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廻
申
候
、
此
方
儀
ハ
雇
水
主
迄
内
々
申
付
、
乗
組
置
申
候
故
、
少
も
無
滞
御
船
廻

申
候
而
、
首
尾
能
御
座
候
、

一
、
五
日
之
朝
、
三
使
・
対
馬
守
様
御
振
舞
、
従
其
直
ニ
乗
船
也
、
朝
五
ツ
過
乗
船
行

列
、
従
淀
罷
下
候
時
ニ
同
前
天
気
能
、
同
日
昼
過
川
口
大
船
懸
迄
差
下
、
朝
鮮
本

船
へ
乗
移
申
候
、
御
船
中
正
使
機
嫌
能
、
下
々
至
迄
無
恙
送
届
申
候
、
正
使
此
中

御
馳
走
仕
候

（
十
四
ウ
）

　
　

御
祝
被
申
候
御
事
、

一
、
正
使
へ
入
念
候
杉
重
二
組
進
申
候
、
但
一
組
ハ
餅
之
類
色
々
肴
色
々
入
合
候
重
也
、

一
組
ハ
干
菓
子
色
々
也
、
忝
旨
度
々
礼
被
申
候
也
、

一
、
嶋
雄
八
左
衛
門
方
へ
干
菓
子
・
杉
重
出
申
候
、

一
、
御
船
手
与
力
衆
へ
杉
重
出
筈
に
て
候
処
ニ
公
用
俄
有
之
、
不
被
参
候
也
、

一
、
正
使
此
間
度
々
御
馳
走
忝
旨
私
迄
御
礼
被
申
候
也
、
私
へ
別
扇
十
柄
、
壮
紙
弐
束

給
候
也
、

（
十
五
オ
）

一
、
朝
鮮
人
罷
帰
候
日
、
五
日
ニ
者
上
乗
之
者
共
申
合
、
熨
斗
目
之
小
袖
上
下
ニ
而
相

勤
申
候
、

一
、
朝
鮮
人
本
船
へ
乗
移
候
以
後
、
直
ニ
御
船
手
御
奉
行
様
方
・
御
町
奉
行
様
方
へ
附

届
ニ
参
候
、
此
間
上
下
共
ニ
度
々
付
届
仕
候
也
、
其
夜
罷
帰
候
而
、
江
戸
へ
御
注

進
之
書
状
認
、
翌
日
町
飛
脚
立
候
也
、
旧
□
へ
御
注
進
申
上
候
也
、

（
十
五
ウ
）

　
　
　
　

御
船
へ
入
申
候
物
之
覚

一
、
小
台
子
風
呂
釜

　
　

茶
碗
数
多
、
但
三
使
へ
出
候
茶
碗
金
銀
焼
付
之
か
な
ふ
た
也
、
茶
碗
台
二
ツ
蒔
絵

有
之
、
但
壱
ツ
ハ
丹
塗
、
壱
ツ
朱
、

一
、
三
方
熨
斗

一
、
御
硯
箱
料
紙

一
、
た
は
こ
盆
数
多

一
、
手
水
手
洗
手
拭

（
十
六
オ
）

一
、
次
ニ
ハ
茶
弁
当
、
初
日
ニ
用
申
候
、
不
自
由
ニ
御
取
候
故
、
其
後
ど
う
こ
ニ
大
や

く
わ
ん
仕
居
御
茶
た
て
さ
せ
申
候
、

一
、
燭
台
手
燭

一
、
木
椀
数
多

一
、
大
坂
よ
り
川
口
迄
罷
出
候
時
、
干
菓
子
二
組
持
参
仕
候
、

一
、
大
坂
ゟ
淀
へ
罷
上
候
時
ハ
、
杉
重
四
組
、
但
二
組
ハ
餅
類
色
々
、
肴
之
類
色
々
入

組
た
る
杉

（
十
六
ウ
）

　
　

重
也
、
二
組
ハ
干
菓
子
色
々
入
合
た
る
杉
重
也
、

一
、
対
馬
守
様
よ
り
上
乗
之
衆
為
馳
走
、
弁
当
入
度
々
振
舞
申
候
、

一
、
水
主
・
雇
水
主
共
御
酒
・
赤
飯
上
下
共
ニ
被
下
候
也
、

一
、
淀
よ
り
罷
下
候
刻
、
舟
居
候
所
の
た
め
に
お
ろ
し
、
水
主
申
付
置
、
今
度
一
段
首

尾
能
御
取
候
也
、

（
十
七
オ
）

一
、
大
坂
よ
り
淀
へ
罷
上
候
時
ハ
従　

公
儀
引
水
主
五
拾
五
人
被　

仰
付
候
、
此
方
ゟ

宰
領
申
付
遣
候
、
刀
さ
し
黒
羽
織
着
仕
候
、
昼
ノ
相
印
白
ヲ
四
半
ニ
紺
の
御
紋
付

双
方
ニ
持
、
夜
ル
ハ
御
紋
付
之
大

灯
双
方
ニ
弐
ツ
、

一
、
御
船
・
供
船
共
ニ
大

灯
数
々
有
明
也
、
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一
、
朝
鮮
人
江
戸
よ
り
罷
帰
候
節
、
大
坂
よ
り
淀
へ
川
御
座
船
上
を
申
候
時
ハ
引
か
こ

従
公
儀
不
被　

仰
付
候
、
此
方
ゟ
申
付
候
也
、

（
十
七
ウ
）

一
、
淀
よ
り
罷
下
又
朝
鮮
人
罷
帰
候
日
限
之
間
、
雇
水
主
帰
シ
不
申
候
、
其
侭
御
船
ニ

乗
組
を
置
申
候
、
此
故
ニ
今
度
日
限
俄
ニ
替
候
時
、
無
滞
一
段
首
尾
能
御
座
候
也
、

一
、
今
度
従　

公
儀
供
船
三
艘
ニ
而
仕
廻
候
様
ニ
と
被
仰
付
候
付
而
、
台
所
船
壱
艘
・

雨
戸
船
壱
艘
・
雪
隠
船
一
艘
此
分
也
、

　
　

但
三
家
申
合
通
、
船
小
船
壱
艘
右
之
外
ニ
召
連
申
候
也
、

（
付
箋
外
れ
）

「　
　
　
　

今
度
従
朝
鮮
国
来
朝
惣
人
数
上
下

　

朝
鮮
船
六
艘　
　

四
百
七
拾
五
人
、
但
船
頭
水
主
共
ニ
」

　

天
和
度
の
通
信
使
は
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
七
月
二
十
六
日
に
大
坂
へ
到
着
し
た
。

こ
の
③
号
文
書
は
そ
れ
に
先
立
つ
七
月
六
日
に
召
し
出
さ
れ
た
川
御
座
船
御
用
八
家
の

名
か
ら
書
き
出
し
、
続
け
て
同
二
十
六
日
の
状
況
に
つ
い
て
詳
細
に
記
す
。
ま
た
後
半

で
は
大
坂
か
ら
淀
へ
の
遡
上
時
や
帰
向
時
の
様
子
、
さ
ら
に
川
御
座
船
に
積
載
し
た
接

遇
用
の
備
品
な
ど
に
つ
い
て
具
体
的
な
記
述
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
豊
富
な
内
容
は
興
味

深
い
も
の
が
多
い
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
す
べ
て
に
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
川

御
座
船
の
運
航
に
か
か
わ
る
動
き
を
時
間
の
流
れ
に
沿
っ
て
紹
介
・
確
認
し
て
み
た
い
。

　

最
初
は
担
当
船
の
決
定
で
あ
る
。
七
月
二
十
六
日
朝
四
つ
前
、
川
口
の
大
坂
船
手
屋

敷
前
に
三
使
船
を
担
当
す
る
三
家
の
上
乗
り
と
蔵
屋
敷
留
守
居
が
集
ま
り
、
船
手
与
力

よ
り
稲
葉
家
に
正
使
乗
船
を
担
当
す
る
旨
の
書
付
が
渡
さ
れ
た
。
最
終
的
な
担
当
船
の

決
定
は
通
信
使
到
着
の
直
前
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
後
川
御
座
船
は
木
津
川
を
三
軒
家
下
ま
で
下
り
、
そ
こ
で
対
馬
藩
宗
氏
家
来
に

引
き
渡
さ
れ
た
。
そ
し
て
同
藩
士
よ
り
正
使
船
の
船
印
が
渡
さ
れ
、
船
頭
森
田
仁
左
衛

門
（
臼
杵
藩
）
が
そ
れ
を
受
け
取
っ
て
舳
先
に
立
て
た
。
船
に
は
上
乗
り
の
嶋
雄
八
左

衛
門
ほ
か
、
数
名
の
対
馬
藩
士
が
同
乗
し
た
。
そ
し
て
こ
こ
ま
で
乗
船
し
て
き
た
稲
葉

家
の
服
部
長
右
衛
門
（
①
号
文
書
参
照
）
は
下
船
し
帰
っ
て
い
っ
た
。
な
お
こ
の
天
和

度
で
は
国
書
船
の
有
無
が
問
わ
れ
た
が
、
用
意
が
で
き
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
国
書
箱

を
正
使
船
の
艫
の
覆
い
の
下
に
置
い
て
保
管
し
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

さ
て
、
三
軒
家
下
か
ら
難
波
橋
ま
で
遡
上
す
る
ル
ー
ト
に
つ
い
て
は
福
島
川
（
堂
島

川
）
が
使
用
さ
れ
た
。
そ
し
て
難
波
橋
で
は
上
流
側
に
川
御
座
船
が
着
岸
し
た
が
、
さ

ら
に
も
っ
と
も
川
上
に
正
使
船
を
着
岸
さ
せ
る
よ
う
指
示
を
受
け
た
と
い
う
。
細
か
な

停
泊
位
置
ま
で
指
示
が
出
さ
れ
て
い
る
点
は
興
味
深
い
。
ま
た
乗
組
員
に
か
か
わ
っ
て

は
、
十
六
挺
の
櫂
を
操
る
水
主
が
「
歌
組
」（
歌
を
歌
う
役
）
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
た
点
が
お
も
し
ろ
い
（
④
号
文
書
で
は
「
歌
水
主
」）。

　

川
御
座
船
が
大
坂
か
ら
淀
へ
向
け
出
発
し
た
の
は
八
月
二
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
対

馬
藩
の
上
乗
り
は
古
川
平
兵
衛
に
交
替
し
た
。
昼
過
ぎ
に
枚
方
へ
到
着
し
、
松
平
伊
賀

守
に
よ
る
食
事
提
供
を
受
け
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
正
使
の
精
進
日
に
あ
た
っ
て
い
た

た
め
、
食
事
は
「
朝
鮮
人
台
所
船
」
に
て
調
理
し
た
も
の
を
正
使
船
に
運
び
済
ま
せ
た

と
い
う
。
ま
た
正
使
よ
り
水
主
へ
酒
・
菓
子
を
振
る
舞
い
た
い
と
の
希
望
が
出
さ
れ
た

の
で
、
そ
れ
を
う
け
て
酒
が
水
主
に
給
さ
れ
た
。

　

次
に
帰
向
時
で
あ
る
。
通
信
使
が
江
戸
を
出
立
し
た
の
は
九
月
十
二
日
で
あ
っ
た
が
、

同
二
十
五
日
に
な
っ
て
翌
二
十
六
日
に
京
都
へ
到
着
す
る
旨
が
大
坂
船
手
か
ら
稲
葉
家

（
大
坂
蔵
屋
敷
）
へ
伝
え
ら
れ
、
同
二
十
九
日
に
川
御
座
船
を
淀
に
揃
え
る
よ
う
指
示

が
出
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
参
向
時
に
淀
ま
で
の
ぼ
っ
た
川
御
座
船
は
い
っ
た
ん
大
坂

へ
戻
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
指
示
に
よ
り
川
御
座
船
は
二
十
七
日
晩
に
大
坂
を
出

航
し
、
二
十
八
日
の
昼
過
ぎ
に
淀
に
到
着
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

通
信
使
一
行
が
実
際
に
淀
に
到
着
し
た
の
は
九
月
晦
日
の
昼
前
だ
っ
た
。
昼
食
は
参
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向
時
同
様
台
所
船
で
調
理
し
た
も
の
で
対
応
し
た
の
で
、
一
行
は
す
ぐ
に
御
座
船
に
乗

り
込
ん
だ
。
そ
し
て
参
向
時
に
は
用
意
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
国
書
船
が
松
平
長
門
守
（
大

膳
大
夫
）
の
馳
走
に
よ
り
準
備
さ
れ
て
お
り
、
正
使
船
を
先
頭
に
国
書
船
を
加
え
た
船

行
列
が
編
成
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
大
坂
に
到
着
し
た
の
は
一
〇
月
一
日
の
昼
頃
で
あ
っ

た
が
、
正
使
は
船
中
で
終
始
上
機
嫌
だ
っ
た
と
い
う
。

　

帰
国
の
た
め
釜
山
へ
向
か
う
通
信
使
船
の
大
坂
出
帆
は
一
〇
月
六
日
と
な
っ
た
。
そ

の
た
め
前
日
の
五
日
昼
に
川
御
座
船
を
難
波
橋
乗
場
に
着
岸
さ
せ
る
べ
き
旨
が
三
日
に

な
っ
て
大
坂
船
手
か
ら
伝
え
ら
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
四
日
の
暮
頃
、
通
信
使
の
出
帆

が
五
日
朝
に
早
ま
っ
た
こ
と
が
告
げ
ら
れ
、
速
や
か
に
川
御
座
船
を
乗
場
に
着
け
る
よ

う
指
示
が
出
さ
れ
た
。
そ
れ
を
う
け
て
四
日
の
晩
六
ツ
過
ぎ
に
急
遽
川
御
座
船
を
着
船

さ
せ
、
五
日
朝
に
難
波
橋
を
出
発
。
昼
過
ぎ
に
は
川
口
で
待
つ
通
信
使
船
の
も
と
へ
と

到
着
し
た
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、
別
れ
に
際
し
て
正
使
と
日
本
側
と
の
あ
い
だ
で
礼
物

の
交
換
が
お
こ
な
わ
れ
た
模
様
で
あ
る
。
ま
た
通
信
使
船
出
帆
後
、
稲
葉
家
か
ら
大
坂

船
手
や
大
坂
町
奉
行
に
対
し
付
届
け
が
贈
ら
れ
た
ほ
か
、
翌
日
に
は
江
戸
へ
注
進
状
（
終

了
報
告
か
）
が
町
飛
脚
に
よ
っ
て
送
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

大
坂
船
手
か
ら
の
指
示
は
万
事
直
前
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
あ
っ
た
り
、
急
な
予
定
の
変

更
が
あ
っ
た
り
し
た
様
子
が
わ
か
る
。
し
か
し
稲
葉
家
は
そ
れ
に
着
実
に
対
応
し
、
御

用
を
無
事
終
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。

④
「
朝
鮮
人
来
聘
之
節
川
御
座
船
差
出
候
書
付
」　

天
和
二
年
〔
567

5
〕

【
表
紙
】

「
天
和
二
戌
年

　
　

朝
鮮
人
来
聘
之
節
川
御
座
船
差
出
候
書
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

稲
葉
伊
予
守
」

【
本
紙
】

（
一
オ
）

　
　
　

天
和
弐
壬
戌
年
七
月
朝
鮮
人
来
聘

一
、
川
御
座
船　
　
　
　
　
　
　

壱
艘

　
　
　

正
使
乗
船

　
　
　
　
　

正
使
乗
船
之
段
、
於
大
坂
川
与
力
衆
船
揃
之
節
被
申
渡
之
、
夫
よ
り
同
前

川
口
江
下
り
、
宗
対
馬
守
殿
侍
、
花
色
四
半
正
之
字
有
之
印
被
渡
、
川
舟

舳
先
江
立
之
、

（
一
ウ
）

一
、
川
舟
長
拾
弐
間
五
尺

一
、
同
幅
弐
間
五
尺

　
　
　
　
　
　
　
　

此
度
造
作
之
舟
長
幅
大
サ
同
断

一
、
同
深
三
尺

一
、
供
船　
　
　
　

四
艘　

何
茂
布
幕
角
折
敷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
文
字
紋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

印
布
白
四
半
紺
染
入
定
紋

　
　
　
　
　
　

内

　
　

一
、
小
屋
形
船　

壱
艘　

水
主
七
人

　
　

一
、
雨
戸
船　
　

壱
艘　

同
七
人

（
二
オ
）

　
　

一
、
雪
隠
船　
　

壱
艘　

同
五
人

　
　

一
、
小
渡
船　
　

壱
艘　

同
賄
之
見
計

一
、
右
四
艘
之
船
、
従
大
坂
淀
江
登
り
候
節
、
引
水
主
三
拾
八
人
、

一
、
船
惣
春
慶
塗
、
但
欄
干
台
廻
り
す
き
た
め
塗
金
物
あ
つ
き
、
上
棚
釘
入
頭
あ
つ
き
、
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一
、
屋
形
長
四
間
三
寸
外
法
、
横
幅
七
尺
外
法
、

（
二
ウ
）

一
、
棟
高
サ
壱
丈
四
尺
四
寸
、
将
棊
之
間
幕
緋
緞
子
、
但
下
者
雪
隠
、

一
、
屋
形
上
之
間
三
畳
敷
、
張
付
惣
金
、
外
ニ
床
有
、
飾
縄
之
彩
色
絵
、
但
天
井
ハ
金

張
付
、
色
絵
花
鳥
、
惣
金
ま
い
ら
、
内
之
張
付
、
金
飾
縄
之
彩
色
絵
、

一
、
同
次
ノ
間
弐
畳
敷
、
内
張
付
天
井
、
ま
い
ら
戸
共
ニ

（
三
オ
）

　
　

右
同
断
、

一
、
同
三
ノ
間
弐
畳
敷
、
内
張
付
天
井
、
ま
い
ら
戸
共
ニ
右
同
断
、

一
、
二
階
上
ノ
間
三
畳
鋪
金
張
付
、
釣
廉
ノ
彩
色
絵
、
腰
金
ま
い
ら
障
子
、
や
ね
裏
溜

塗
幕
緋
緞
子
、
下
幕
紫
絹
白
定
紋
、

一
、
同
次
ノ
間
弐
畳
敷
、
張
付
ま
い
ら
障
子
、
幕

（
三
ウ
）

　
　

右
同
断
、

一
、
同
三
ノ
間
弐
畳
敷
、
右
同
断
、

一
、
艫
左
右
袖
板
見
透
り
板
、
溜
塗
あ
つ
き
金
物
、
定
紋
、

一
、
や
ね
と
ち
葺
、
黒
塗
唐
破
風
、
垂
木
は
な
金
物
あ
つ
き
、
定
紋
、

一
、
同
箱
棟
黒
塗
左
右
所
々
金
物
あ
つ
き
、
定

（
四
オ
）

　
　

紋
、

一
、
惣
立
具
屋
形
金
ま
い
ら
腰
障
子
、
下
屋
形
惣
金
之
ま
い
ら
、

一
、
舳
ニ
出
シ
や
ね
す
き
溜
塗
、
但
板
や
ね
黒
塗
幕
緋
緞
子
、

一
、
屋
形
両
縁
側
取
置
之
日
覆
雨
障
子
有
、

一
、
同
艫
ノ
幕
、
紫
羽
二
重
、
白
定
紋
、

（
四
ウ
）

一
、
艫
矢
倉
日
覆
紺
木
綿
、
幕
緋
緞
子
、

一
、
懸
り
船
ニ
而
舳
先
日
覆
紺
木
綿
、
四
方
紫
絹
幕
白
定
紋
、

一
、
船
印
白
四
半
、
紺
ノ
定
紋
黒
鳥
毛
ノ
出
シ
、

（
付
箋
）「
唯
今
者
紫
羽
二
重
之
四
半
白
定
紋
黒
鳥
毛
出
シ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
サ
九
尺

一
、
立
添
之
印
吹
抜
、
但　

指
渡
シ
四
尺　

白
角
取
紙
出
シ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

緋
縮
緬

（
五
オ
）

一
、
歌
水
主　

櫓
数
お
も
か
ぢ

と
り
か
ぢ

八
挺
宛　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

拾
六
人

（
付
箋
）「
唯
今
之
帷
子
地
梯
ニ
結
、
熨
斗
紺
染
入
」

　
　
　
　

浅
黄
ゆ
か
た
、
染
白
し
ゆ
ろ
ノ
葉
大
小
ち
ら
し
、
歌
頭
弐
人
ハ
地
白
帷
子
、

か
う
の
図
ち
ら
し
付
、
但
冬
ノ
衣
類
木
綿
袷
あ
い
み
る
茶
浅
黄
ニ
て
八
手
ノ

葉
ち
ら
し
、

一
、
舳
先
艫
矢
倉
両
所
匙
指　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

拾
四
人

　
　
　
　

帷
子
歌
水
主
同
前
、
冬
ノ
衣
類
是
又
右
同
断
、

一
、
矢
倉
之
者　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弐
人

　
　
　
　

帷
子
歌
水
主
同
前
、
但
黒
羽
織
金
之
唐
団
扇
持
、
冬
ノ
衣
類
是
又
右
同
断
、

（
五
ウ
）

一
、
お
も
か
ぢ
と
り
か
ぢ
ノ
役
人　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
人

　
　
　
　

帷
子
右
同
断
、
冬
ノ
衣
類
是
亦
同
断
、

一
、
船
頭　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
人

　
　
　
　

黒
羽
織
袴

一
、
此
方
朝
鮮
人
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正
使

（
六
オ
）

　
　
　
　
　

車
僉
知

　
　
　
　
　

申
愽
川

　
　
　
　
　

元
三
水

　
　
　
　
　

白
万
戸

　
　
　
　
　

姜
守
門
将

　
　
　
　
　

李
哨
官

　
　
　
　
　

李
判
官

　
　
　
　
　

鄭
上
判
事

　
　
　
　
　

成
進
士
制
述
官

　
　
　
　
　

鄭
正
良
医

（
六
ウ
）

　
　
　
　
　

李
参
奉
写
字
官

　
　
　
　
　

小
性
五
人

　
　
　
　
　

納
戸
役
一
人

　
　
　
　
　

同
手
代
二
人

　
　
　
　
　

下
々
六
人

　
　
　
　

合
弐
拾
六
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宗
対
馬
守
殿
ゟ

一
、
上
乗
侍　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
下
六
人

（
七
オ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
同

一
、
通
詞
小
侍　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
方
ゟ

一
、
上
乗
侍
上
下
者　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
下
拾
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
同

一
、
茶
道　

十
徳
者　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
人

一
、
飛
道
具
一
切
不
乗
事

一
、
川
舟
并
供
舟
上
下
共
夜
ニ
入
有
明
数
々
大
挑
灯
燈
之
、

（
七
ウ
）

一
、
従
大
坂
淀
江
罷
登
り
候
節
、
従

　
　

公
義
川
舟
引
手
五
拾
五
人
と
札
渡
り
候
事
、

一
、
右
引
手
請
取
宰
領
弐
人　

黒
羽
織

陸
川
端
両
側
江
遣
ス
、
合
印
白
四
半
紺
ノ
定
紋
、
夜
ハ
大
挑
灯
定
紋
双
方

二
ツ
宛

一
、
朝
鮮
人
下
り
之
節
、
船
す
ハ
り
候
時
、
お
ろ
し
水
主
供
船
之
内
ニ
乗
せ
置
、

（
八
オ
）

一
、
船
差
置
道
具

　
　
　
　
　

一
、
小
台
子
風
呂
釜　

小
道
具
共

　
　
　
　
　

一
、
三
方
熨
斗

　
　
　
　
　

一
、
硯
料
紙
箱

　
　
　
　
　

一
、
た
は
こ
盆　

数
々

　
　
　
　
　

一
、
手
水
手
洗
手
拭

　
　
　
　
　

一
、
次
茶
弁
当

　
　
　
　
　

一
、
燭
台
手
燭

　
　
　
　
　

一
、
枕
箱

（
八
ウ
）
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豊後国稲葉家伝来天和度朝鮮通信使川御座船関係文書について

　
　
　
　
　

惣
人
数
合
百
三
拾
九
人
、
朝
鮮
人
共
ニ

　
　
　
　
　
　

内

　
　
　
　
　
　
　

拾
九
人　
　

供
船
ニ
乗
組

　
　
　
　
　
　
　

三
拾
八
人　

右
之
船
登
り
之
節
引
水
主

　
　

右
者
先
年
御
用
差
出
候
船
飾
等
此
通
御
座
候
、
此
度
此
通
仕
候
、
弥
其
通
可
仕
候

儀
御
差
図
次
第
可
仕
候
、

（
九
オ
）

　
　
　
　

以
上

　
　
　
　
　
　
　
　

稲
葉
伊
予
守
留
守
居

　
　
　

三
月
十
三
日　
　
　

藤
田
専
右
衛
門

　

④
号
文
書
は
天
和
度
に
稲
葉
家
が
提
供
し
た
川
御
座
船
（
正
使
船
）
お
よ
び
供
船
の

仕
様
や
乗
員
・
備
品
に
関
す
る
記
録
を
収
録
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
な
か
か
ら
川

御
座
船
の
規
模
と
乗
員
に
つ
い
て
み
て
お
き
た
い
。

　

下
表
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。
こ
れ
は
本
史
料
に
記
さ
れ
た
稲
葉
家
提
供
の
正
使
船

と
正
徳
元
年
以
降
に
正
使
船
・
副
使
船
・
従
事
官
船
・
国
書
船
と
し
て
投
入
さ
れ
た
幕

府
所
有
船
の
規
模
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
稲
葉
家
提
供
船
は
長
さ
十
二
間
五
尺
、

幅
二
間
五
尺
と
い
う
大
き
さ
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
表
を
み
る
と
紀
伊
国
丸
を
の
ぞ
き
、

稲
葉
家
提
供
船
は
規
模
の
面
で
は
幕
府
所
有
船
と
比
べ
て
な
ん
ら
遜
色
の
な
い
船
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
内
部
装
飾
の
状
況
に
つ
い
て
は
両
者
を
比
較
す
る
余
裕
が
な
い
た

め
後
日
を
期
し
た
い
表
と
思
う
が
、
少
な
く
と
も
同
規
模
の
船
を
調
達
で
き
る
と
い
う

こ
と
は
幕
府
が
提
供
大
名
を
選
ぶ
う
え
で
ひ
と
つ
の
判
断
基
準
に
な
っ
た
だ
ろ
う
し
、

こ
の
規
模
が
川
御
座
船
の
最
低
限
の
大
き
さ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

迎
接
の
実
態
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
情
報
と
い
え
よ
う
。

　

ま
た
、
本
史
料
に
は
稲
葉
家
提
供
の
正
使
船
に
は
四
隻
の
供
船
（
小
屋
形
船
、
雨
戸

船
、
雪
隠
船
、
小
渡
船
）
が
随
行
し
、
合
計
五
隻
に
一
三
九
名
が

乗
船
し
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
訳
を
整
理
す
る
と
次

の
と
お
り
で
あ
る
（
な
お
合
計
す
る
と
一
三
七
名
と
な
り
若
干
の

誤
差
が
あ
る
。
ま
た
正
使
船
の
綱
引
き
人
足
五
十
五
名
と
そ
の
宰

領
二
名
は
乗
船
者
か
ら
外
れ
る
）。

　
　
　

・
正
使
船　

通
信
使
一
行
（
正
使
以
下
）　

二
十
六
名

　
　
　
　
　
　
　
　

船
頭
・
水
主
ら
（
稲
葉
家
）　

四
十
五
名

　
　
　
　
　
　
　
　

上
乗
・
通
詞
（
対
馬
藩
）　　
　
　

九
名

　
　
　

・
供
船　
　

水
主
・
引
水
主
（
稲
葉
家
）　

五
十
七
名

　

こ
こ
か
ら
供
船
の
五
十
七
名
を
外
し
た
八
〇
名
が
正
使
船
に
乗
っ

た
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
数
字
と
内
訳
に
つ
い
て
も
筆
者
は
寡
聞

し
て
本
史
料
に
よ
り
初
め
て
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
正
使
船
に
は

実
際
に
船
を
操
る
役
割
を
負
っ
た
稲
葉
家
側
の
船
頭
・
水
主
、
そ

れ
に
上
乗
・
通
詞
と
い
う
対
馬
藩
側
の
役
人
が
同
乗
し
て
運
航
が

お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
通
信
使
に
つ
い
て
も
正
使
に

同
伴
し
た
メ
ン
バ
ー
の
名
と
数
が
具
体
的
に
記
さ
れ
た
点
で
、
実

際
に
船
を
運
航
す
る
側
の
関
心
に
立
っ
た
記
録
な
ら
で
は
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　

お
わ
り
に

　

以
上
、
や
や
長
く
な
っ
た
が
、
稲
葉
家
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
た

天
和
度
の
正
使
船
に
関
す
る
史
料
の
紹
介
を
終
え
る
。
こ
れ
ら
の

史
料
か
ら
川
御
座
船
の
準
備
過
程
や
実
際
の
運
航
の
状
況
、
船
の
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仕
様
等
に
か
か
わ
る
具
体
的
な
情
報
が
得
ら
れ
た
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
な
か
で
、
通
信
使
の
通
航
ル
ー
ト
の
下
見
や
船
の
検
分
が
山
内
家
や
稲
葉
家
の

よ
う
に
実
際
川
御
座
船
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
大
名
家
の
船
を
用
い
な
が
ら
お
こ
な

わ
れ
た
こ
と
は
、
あ
ら
か
じ
め
提
供
候
補
の
大
名
家
を
絞
り
込
ん
で
い
た
様
子
が
う
か

が
わ
れ
る
と
と
も
に
、
最
終
的
な
担
当
船
の
決
定
が
通
信
使
の
大
坂
到
着
直
前
だ
っ
た

の
は
大
名
間
の
確
執
を
防
ぐ
ね
ら
い
が
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　

ま
た
船
の
仕
様
に
か
か
わ
っ
て
は
、
細
部
の
検
討
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
が
、
正
使

船
に
関
す
る
基
礎
デ
ー
タ
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
で
他
の
大
名
提
供
船
に
関
す
る
検

討
の
素
材
が
得
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
本
史
料
の
意
義
は
大
き
く
、

か
つ
今
後
の
活
用
が
求
め
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。
な
お
川
御
座
船
に
つ
い
て
は
絵
画
作

品
が
比
較
的
多
く
残
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
川
御
座
船
の
仕
様
や
運
航
の
実
態
と
絵
画

描
写
が
ど
の
よ
う
に
整
合
す
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
今
後
の
課
題
と
い
え
よ
う
。

さ
ら
な
る
検
討
を
期
し
た
い
。

【
註
】

（
1
）「
天
和
二
壬
戌
年
朝
鮮
人
来
朝
之
日
記
」
肥
前
島
原
松
平
文
庫
蔵
（
以
下
、「
来
朝
日
記
」）。

（
2
）
土
佐
山
内
家
の
「
家
老
月
番
記
録
」
に
よ
れ
ば
、
早
く
に
二
月
十
九
日
段
階
で
松
平
若
狭

守
・
本
多
中
務
大
輔
が
外
れ
た
七
名
と
な
っ
て
い
る
（「
山
内
家
史
料　

第
四
代　

豊
昌

公
紀　

第
三
十
七
巻
」
所
収
、
高
知
県
立
高
知
城
歴
史
博
物
館
蔵
）。

（
3
）（
天
和
元
年
）
十
月
十
六
日
付
「
山
内
土
佐
守
覚
」（「
山
内
家
史
料　

第
四
代　

豊
昌
公
紀　

第
三
十
七
巻
」
所
収
「
御
記
録
」
高
知
県
立
高
知
城
歴
史
博
物
館
蔵
）。

（
4
）（
天
和
二
年
）
正
月
八
日
付
「
渡
辺
忠
左
衛
門
尉
・
吉
田
猪
左
衛
門
尉
連
署
状
」（「
山
内

家
史
料　

第
四
代　

豊
昌
公
紀　

第
三
十
七
巻
」
所
収
「
家
老
月
番
記
録
」
高
知
県
立
高

知
城
歴
史
博
物
館
蔵
）。

（
5
）
こ
の
ほ
か
稲
葉
家
文
書
に
は
「
天
和
弐
壬
戌
年
七
月
六
日
朝
鮮
人
来
朝
於
大
坂
朝
鮮
本
船

ヨ
リ
御
座
舟
乗
移
船
着
場
迄
行
列
」〔
183

4
〕
が
存
在
す
る
が
、
同
内
容
の
も
の
が
対

馬
宗
家
文
書
に
存
在
す
る
の
で
、
今
回
は
割
愛
し
た
。

（
6
）『
臼
杵
藩
政
史
料
調
査
事
業
報
告
書
』
第
3
分
冊
、
臼
杵
市
教
育
委
員
会
、
二
〇
一
六
年
。

（
7
）
現
在
の
と
こ
ろ
、
通
信
使
の
堂
島
川
通
航
は
明
暦
度
・
天
和
度
・
延
享
度
が
知
ら
れ
る
（
大

澤
二
〇
〇
八
、
二
〇
一
九
）。

〔
参
考
文
献
〕

大
澤
研
一　
「
史
料
紹
介　

明
暦
元
年
朝
鮮
通
信
使
大
坂
迎
接
関
係
史
料
」『
大
阪
歴
史
博
物
館

研
究
紀
要
』
第
七
号
、
二
〇
〇
八
年

大
澤
研
一　
「
通
信
使
川
御
座
船
の
船
団
編
成
に
つ
い
て
」『
朝
鮮
通
信
使 

地
域
史
研
究
』
第
二
号
、

二
〇
一
七
年

大
澤
研
一　
「
港
か
ら
市
中
へ

川
を
さ
か
の
ぼ
る
通
信
使

」『
朝
鮮
通
信
使
と
大
阪
』
第
15
回
、

駐
大
阪
韓
国
文
化
院
H
・
P
、
二
〇
一
九
年
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